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18 2 （整理番号）
国民健康保険事業の取扱い

（２）国民健康保険税の基礎課税額については、平成１９年度までに不均一
　　 課税とし、平成２０年度から税率を統一する。また、介護納付金課税額
　　 については、平成１８年度から税率を統一する。
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　基礎課税額については、平成20年度賦課から仁賀保町・象潟町と金浦町との不均一課税は統一する。
　　　（にかほ市国民健康保険税条例第3条、第4条、第5条、第5条の2,附則第1条第17項）
　また、介護納付金課税額については、平成１８年度賦課から象潟町の例により税率を統一した。
　　　（にかほ市国民健康保険税条例第6条、第7条）
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協定項目調整経過と内容及び問題点

【実施状況】

【合併効果】

【調整経過】

【内容】

【問題点】

協定項目の実施状況及び調整による合併効果

　国民健康保険税の基礎課税額については、国保財政の健全化を図る観点から、平成18年度に税率を改正し、象潟を仁賀保
の例により統一、金浦の税率も改正したが統一には至らず、平成19年度までは不均一課税としている。また、介護納付金課税
額については、平成１8年度賦課から象潟町の例により税率を統一した。


